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事業報告の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

1．当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備状況

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　取締役会規程に基づき、原則月１回開催する定時取締役会及び必要あるときに開催する臨時取締

役会において重要事項の審議並びに決議を行っております。

②　取締役は、取締役会を通じて相互に取締役の業務執行について監督しております。

③　監査等委員会は監査等委員会監査基準等に基づき業務執行状況調査等を通じ、取締役の業務執行

について監査を行っております。

④　内部統制基本方針（会社法）に基づき、月１回開催するコンプライアンス委員会においてコンプ

ライアンス体制の構築・運用を推進し、コンプライアンスの強化並びに企業倫理の浸透を図ってお

ります。

⑤　業務執行部門から独立した内部監査室を監査等委員会の下に設置し、内部監査規程に基づき、当

社グループにおける法令及び内部規程等の遵守状況を監査し、監査等委員会及び当社社長に報告し

ております。

⑥　コンプライアンス規程において、コンプライアンス体制の根幹となる行動規範を制定し、法令遵

守及び社会倫理遵守に対する取締役及び使用人の意識向上に努めております。

⑦　内部通報ホットライン管理規程に基づき、コンプライアンスに係る問題については通常の報告　

ルートのほか、内部通報ホットラインによる報告ルートを設置し、法令違反その他コンプライアン

スに関する事実について、相談または通報等により直接情報を提供できる体制を整備するととも

に、通報者保護の体制も確立しております。また、内部通報を受けた場合はすみやかに事実の調査

を行い、担当部門と対応策・再発防止策を協議のうえ実施を勧告することとしております。

⑧　コンプライアンス行動規範において、いわゆる「反社会的勢力」とは一切関係を持たないことを

宣言し、警察、弁護士等関係機関との連携を図るとともに、取締役及び使用人が一体となり不当な

要求に対して毅然とした態度で臨むこととしております。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　法令及び文書管理規程に基づき、取締役会議事録等取締役の業務執行に係る情報・記録について

保存・管理を行っております。

②　内部統制基本方針（会社法）において、取締役、監査等委員及び子会社の監査役はいつでもこれ

らの情報を閲覧できるものとしております。
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（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社グループにおける最適なリスク管理体制を構築するためにリスク管理規程を制定し、業務遂

行に関するリスク管理に必要な体制、運営の基本事項及びリスク管理委員会設置について定めてお

ります。

　　リスク管理委員会はリスク管理委員会運営規程に基づき運営され、全般的なリスクの特定、評

価、対応策を推進し、企業活動の継続的かつ健全な発展により企業価値を脅かすリスクに対処して

おります。

②　リスク管理の有効性評価及び実効性の高い牽制機能を確保するため、監査等委員はリスク管理規

程に基づき、内部統制システムに係る監査等委員会監査の一環としてリスク管理の監査を行ってお

ります。

③　大地震、長期間にわたるコンピュータシステム機能停止等、会社財産の滅失や社会的信用の失墜

を引き起こしうる不測の事態発生に適切に対応するため、危機管理規程を制定し、危機管理に必要

な体制や運営の基本事項及び危機管理本部設置について定めております。危機管理本部は、危機の

度合いにより関連する役員、危機対応部門、危機統括部門及び広報部門より構成され、危機に対し

適切かつ迅速に対応し、企業価値の損失を最小限に抑制するため、一時的に一括した指揮命令を行

うとしております。

　　また、事業継続計画を策定し、不測事態の発生時の対処手続き等を定め、当社グループの事業が

継続しうる体制を整備しております。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役会規程に基づき、取締役会は経営方針に沿った経営計画を策定し、取締役は経営計画に基

づき職務の執行を行い、その執行状況について定期的に取締役会に報告する体制を整備しておりま

す。

　　また、経営会議細則において、取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるために、必要な体

制や運営の基本事項及び経営会議設置について定めております。経営会議は当社業務執行取締役

と経営企画部長で構成され、毎月取締役会に付議する事項を含む経営戦略上の重要な業務執行事項

について、その方向性や方針及び意思決定のプロセスについて審議しております。

②　業務が効率的かつ公正に執行されるよう稟議規程、業務分掌規程を制定し、業務執行者に対する

委任の範囲、権限を定めております。
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（５）業務の適正を確保するための体制

①　組織関連規程、関係会社管理規程において純粋持株会社制のもとでグループ会社が担うべき役割

を定め、グループとしての最適運営を図る体制を整備しております。

②　取締役会規程において、取締役会は、議事の運営上必要と認められるときは、取締役、監査等委

員及び子会社の監査役以外のものを出席させ、意見または説明を求めることができるとしておりま

す。企業価値を最大化とする役割を担う当社は、グループ会社の取締役会に部長、室長も出席さ

せ、各社の経営について自主性を尊重しつつ現状報告や結果報告を受ける等情報の共有化を図り、

グループ全体の視点から業務の適正を確保するための体制の整備を図っております。

③　監査等委員会監査基準に基づき、監査等委員は取締役の業務執行を監査するため必要があると認

めるときにはグループ会社に対し事業または会計に関する報告を求め、業務及び財産の状況を監査

できる体制を整備しております。

④　内部監査規程に基づき、内部監査室は当社及びグループ会社の内部監査を実施し、内部管理体制

等の適正性・有効性を検証し、内部監査指摘事項を監査等委員会及び当社社長に報告しておりま

す。また、被監査会社の社長に当該指摘事項を通知し改善を指示するとともに、その改善結果に対

する責任者とする体制を整備しております。

⑤　内部通報ホットライン管理規程に基づき、グループの全役職員は業務遂行に当たりコンプライア

ンス上で疑義が生じた場合は、通常の報告ルートのほかに内部通報ホットラインによる報告

　ルートを設け、相談または通報等により直接情報を提供できる体制を整備するとともに通報者保護

の体制も確立しております。

（６）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人及び取締

役からの独立性及び指示の実効性確保に関する事項

　　当社は、独立した内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査業務に併せ、その構

成員が監査等委員会を補助すべき使用人として監査等委員会の事務局業務を担わせることとして

おります。なお、独立性を確保するため、当該構成員に係る人事異動、人事評価、懲戒処分等につ

いては、当社取締役と事前に意見交換を行い、監査等委員会の同意を得て行うこととしておりま

す。
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（７）取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

①　監査等委員会監査基準に基づき、監査等委員は取締役会への出席、業務執行上の意思決定に関す

る重要な会議への出席機会を確保しており、また、重要な稟議書類等を回付し、要請に応じて随時

社内文書等の提出または閲覧できる体制が整備されております。

②　監査等委員会監査基準に基づき、監査等委員は内部情報に関する重要事実等が発生した場合、取

締役または使用人から遅滞なく報告を受ける体制が整備されております。また、監査等委員が報告

を求めた場合は、取締役及び使用人は迅速かつ適切に監査等委員会へ報告を行う体制が整備されて

おります。

（８）当社の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をしたものが当該報告をしたことを理由とし

て不当な取扱いを受けないことを確保するための体制

　　内部通報ホットライン管理規程に基づき、報告、相談された事項につき、その内容が法令・定款

違反等の恐れがある場合は、内部通報窓口は監査等委員会へ報告することを定めております。な

お、内部通報窓口に通報したものが不当な取扱いを受けないように規定するとともに、運用の徹底

を図っております。

（９）監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　監査等委員会監査基準において、監査等委員会はその職務の執行に必要な費用を会社に対して請

求することができる旨を定めております。

（10）その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査等委員会監査基準に基づき、監査等委員は会計監査人の会計監査の内容及び監査結果につい

て説明を受けるとともに、情報や意見交換を行う等、会計監査人との連携を図る体制が整備されて

おります。

②　監査等委員会監査基準に基づき、監査等委員会は内部監査室から内部監査計画の提出を受け、そ

れを審議・承認するとともに、内部監査結果の報告を受ける体制が整備されております。
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２．当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況

（１）業務執行の適正性、効率性の向上に関する運用状況

　　取締役は経営計画に基づき職務の執行を行い、その執行状況について定期的に取締役会（当事業

年度　14回開催）に報告しました。また、取締役会の機能を強化し経営の効率を向上させるために

経営会議を開催し、経営戦略上の重要事項について審議しました。

（２）コンプライアンス・リスク管理に対する運用状況

　　コンプライアンス経営、リスク発生の未然防止等を目的として、コンプライアンス委員会、リス

ク管理委員会を開催しました。また、当社グループ全役職員へのコンプライアンス・マニュアルの

配布により法令遵守及び社会倫理遵守に対する意識向上を図りました。

（３）監査等委員会に関する運用状況

　　監査等委員会において定めた監査等委員会監査基準に基づき、取締役会、その他重要会議に出席

し、取締役の職務の執行状況について書類の閲覧、実地調査を実施するとともに定期的に報告を受

けました。また、会計監査人の会計監査の内容及び監査結果について説明を受けるとともに、情報

や意見交換を行なう等、会計監査人との連携を図りました。

（４）内部監査に関する運用状況

　　本社及び子会社の内部監査を実施し、内部管理体制等の適正性・有効性を検証し、内部監査指摘

事項を監査等委員会及び本社社長に報告しました。また、被監査会社の社長に当該指摘事項を通知

するとともに改善を指示し、その改善結果の報告を求めました。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 500,658 2,032,312 6,337,108 △120 8,869,959

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △115,289 △115,289

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

222,462 222,462

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ）

連結会計年度中の変動額合計 － － 107,173 － 107,173

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 500,658 2,032,312 6,444,281 △120 8,977,133

その他の包括利益累計
額 非支配株

主 持 分

純 資 産

合 計
その他有価
証 券
評価差額金

為替換算調整
勘 定

その他の包括
利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 19,538 63,357 82,896 － 8,952,855

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △115,289

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

222,462

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△8,809 △16,975 △25,784 9,200 △16,584

連結会計年度中の変動額合計 △8,809 △16,975 △25,784 9,200 90,589

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 10,729 46,382 57,111 9,200 9,043,445
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連結計算書類の連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(１）連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　9社

連結子会社の名称

株式会社たまのや

カンノ・トレーディング株式会社

株式会社Ｗith Ｗedding

株式会社フルール

株式会社ハートライン

こころガーデン株式会社

こころｅパワー株式会社

株式会社北関東互助センター

カンノ・トレーディング・ベトナム有限会社

②　連結の範囲の変更

　2019年４月１日付で有限会社玉橋は、株式会社たまのやを存続会社とする吸収合併により解散した

ため、連結の範囲から除外しております。

　2020年２月18日付でカンノ・トレーディング・ベトナム有限会社を子会社化し連結の範囲に含めて

おります。

③　主要な非連結子会社の名称

上海客顆隆投資管理有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、親会社株主に帰属する当期純損益及び利益剰余

金等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲に含めておりません。

(２）持分法の適用に関する事項

①　持分法適用の非連結子会社数

該当事項はありません。

②　持分法適用の関連会社数　１社

関連会社の名称

　天津中建万里石石材有限公司
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③　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

非連結子会社

　上海客顆隆投資管理有限公司

関連会社

　該当事項はありません。

（持分法を適用していない理由）

　持分法非適用会社は、親会社株主に帰属する当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(３）連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、カンノ・トレーディング・ベトナム有限会社の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っており、当連結会計年度は企業結合日（2020年２月18日）

現在の計算書類を使用しております。また、その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致し

ております。

(４）会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

(ⅰ）有価証券

(イ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しております。

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

(ⅱ）たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(イ）商品及び製品、原材料及び仕掛品

　主として総平均法を採用しております。ただし、一部の連結子会社は個別法及び最終仕入原

価法を採用しております。
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(ロ）貯蔵品

　主として個別法を採用しております。ただし、一部の連結子会社は、最終仕入原価法を採用

しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(ⅰ）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬具 ２～９年

(ⅱ）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）における定額法

を採用しております。

(ⅲ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

(ⅰ）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ⅱ）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。

(ⅲ）前受金復活損失引当金

　一部の連結子会社が取扱いしている特定取引前受金で、一定期間経過後収益に計上したものに

対する将来の復活に備えるため、過去の実績に基づく復活見込額を計上しております。
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④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間

　のれん及び2010年３月31日以前に発生した負ののれんの償却については、個別案件ごとに効果の

発生する期間を合理的に見積り、10年から20年以内での定額法による償却を行っております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

(ⅰ）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(ⅱ）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(ⅲ）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８

号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体

納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係

る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いに

より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16

日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定

に基づいております。

２．会計方針の変更

（たな卸資産の評価方法の変更）

　一部の連結子会社において、商品、原材料、仕掛品の一部並びに貯蔵品の評価方法は、従来、個別法に

よる原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりましたが、当連結会計年度より総平均

法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　この変更は、新基幹システムの導入を機に、より適切な評価額の算定、業務の効率化等の観点から評価

方法の見直しを行ったものであります。

　過去の連結会計年度については総平均法の計算を行うために必要な在庫受払記録を保持していないた

め、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することは実務上不可能であります。そのた

め、前連結会計年度末における商品及び製品の帳簿価額を当連結会計年度の期首残高として、2019年４月

１日から将来にわたり総平均法を適用しております。

　なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
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３．追加情報

（CEMETERY PARK INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDの持分取得（持分法適用会社化）につい

て）

　当社は、2019年９月10日開催の取締役会において、ベトナムにおける霊園マネジメント会社CEMETERY 

PARK INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDの出資持分をPhu Thien Phat Service & Trading 

Company Limitedから取得し、持分法適用会社化することについて決議し、2019年９月25日付で持分譲渡

契約を締結いたしました。

(１）出資持分取得の理由

　当社グループは、新中期経営計画(2020年３月期～2022年３月期）の中で、「成長分野への資源集中」

を基本方針の一つとし、「新分野・海外への資源投入」を重点施策として掲げております。

　このような中、ベトナムでは大都市郊外に大規模霊園が建設され墓石需要が増加傾向にあります。

　今般、これまでの検討結果を踏まえ、成長が著しいベトナムにおいて霊園マネジメント会社の持分を

取得し、持分法適用会社化することといたしました。

　当該霊園マネジメント会社が管理する霊園では、葬儀、埋葬、墓石及び納骨堂販売等の総合的なサー

ビス提供を目的としており、当社グループのリソースを複合的に活用することが見込まれます。

(２）持分取得の相手先の名称

Phu Thien Phat Service & Trading Company Limited

(３）取得する会社の名称、事業内容、規模

（1）会社の名称 CEMETERY PARK INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

（2）事業の内容 霊園投資管理事業

（3）資　本　金 5,000億VND（注）

（注）持分取得日までに資本金を2,000億VNDに変更する予定です。

(４）日　程

取締役会決議日　　　：2019年９月10日

契約締結日　　　　　：2019年９月25日

払込期日・持分取得日：未定

　当初の払込期日は2020年６月を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により未

定となっております。

(５）所有持分割合の状況

①異動前の所有持分割合  －％ （議決権所有割合　－％）

②異動後の所有持分割合  20％ （議決権所有割合  20％）

(６）取得価額及び資金等

　取得価額は1,095億VNDとなります。なお、取得に係る資金につきましては自己資金及び金融機関か

らの借入により充当する予定です。
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４．表示方法の変更

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで区分掲記していた営業外収益の「助成金収入」（当連結会計年度は、283千円）は、

金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ます。

　前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の「受取保険金」は81千円であります

５．連結貸借対照表に関する注記

(１）担保に供している資産及び担保に係る債務

①　金融機関に対する債務

(ⅰ）担保に供している資産

建物 1,687,728千円

土地 1,681,926千円

計 3,369,654千円

(ⅱ）担保に係る債務

短期借入金 －千円

１年内返済予定の長期借入金 322,104千円

長期借入金 338,730千円

計 660,834千円

②　前払式特定取引に対する債務

　有価証券及び投資有価証券のうち1,265,741千円と供託金1,882,150千円については、割賦販売法第

18条の３に基づき、前払式特定取引前受金8,725,865千円に対する保全措置として、供託等の方法に

より担保に供しております。

(２）有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 9,462,420千円

６．連結損益計算書に関する注記

該当事項はありません。
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７．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(１）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　3,843,100株

(２）当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　　125株

(３）当連結会計年度中に行った剰余金の配当

①　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年６月25日

定時株主総会
普通株式 57,644 15.00 2019年３月31日 2019年６月26日

2019年11月11日

取締役会
普通株式 57,644 15.00 2019年９月30日 2019年12月２日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　2020年６月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案して

おります。

株式の種類 普通株式

配当金の総額 57,644千円

配当原資 利益剰余金

１株当たり配当額 15円00銭

基準日 2020年３月31日

効力発生日 2020年６月24日

(４）当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。
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８.金融商品に関する注記

(１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画及び資金繰り等に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達

しております。余資は、主に流動性の高い金融資産及び長期的運用を目的とした金融資産で運用して

おります。

(２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについ

ては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財

務状況等の悪化を懸念し、早期把握や軽減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に国債を中心とした満期保有目的の債券及び業務上の関係を有す

る企業株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。市場価格の変動リスクについては、

定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市

場を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヵ月以内の支払期日であります。一部連結子会社が有

する外貨建て営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。

借入金のうち短期借入金は短期的な運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主にＭ＆Ａ及び

設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社から

の報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などに

より流動性リスクを管理しております。また、緊急多額の資金需要に備え、取引銀行３行と総額15億

円の当座借越契約を締結しております。

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(４）金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(Ｐ.18「２　時価を

把握することが極めて困難と認められる金融商品」参照)。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 3,080,425 3,080,425 －

(2）受取手形及び売掛金 531,718

貸倒引当金（※１） △28,484

合計 503,233 503,233 －

(3）有価証券及び投資有価証券 1,334,976 1,364,875 29,898

資産計 4,918,635 4,948,534 29,898

(1）買掛金 287,307 287,307 －

(2）短期借入金 － － －

(3）長期借入金（※２） 908,014 905,239 △2,774

負債計 1,195,321 1,192,547 △2,774

※１　受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

※２　１年内返済予定の長期借入金を含めております。

　（注）１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。
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(3）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引

金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する

事項については、以下のとおりです。

①　満期保有目的の債券

種類

当連結会計年度
（2020年３月31日）

連結貸借対照表
計上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの

(1）国債・地方債等 1,265,741 1,295,640 29,898

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,265,741 1,295,640 29,898

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 1,265,741 1,295,640 29,898
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②　その他有価証券

種類

当連結会計年度
（2020年３月31日）

連結貸借対照表
計上額

（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

(1）株式 63,065 47,339 15,726

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 63,065 47,339 15,726

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

(1）株式 6,169 6,457 △288

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,169 6,457 △288

合計 69,235 53,797 15,438

　 (注) 　当連結会計年度において非上場株式（連結貸借対照表計上額26,345千円）については

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表「②

その他有価証券」には含めておりません。
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負債

(1）買掛金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(2）長期借入金

借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いて算定する方法によっております。

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 26,345

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、「(3）有価証券及び投資有価証券」に含めておりません。

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金（※） 3,075,013 － － －

受取手形及び売掛金 531,718 － － －

投資有価証券

満期保有目的の債券 362,000 473,000 450,000 －

その他有価証券のうち満期のあるもの － － － －

合計 3,968,731 473,000 450,000 －

※　現金及び預金には、現金5,411千円は含めておりません。

４　長期借入金の連結決算日後の返済予定額

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のと

おりであります。

区　分
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 230,440 116,110 53,480 31,600
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９．企業結合関係

（取得による企業結合）

(１）企業結合の概要

①　被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称 KANNO TRADING VIET NAM COMPANY LIMITED

事業内容 主に墓石加工及び現地霊園への販売事業、並びに石材輸出入事業

②　企業結合を行った理由

　当社グループは、新中期経営計画(2020年３月期～2022年３月期）の中で、「成長分野への資源

集中」を基本方針の一つとし、「新分野・海外への資源投入」を重点施策として掲げております。

　このような中、ベトナムでは大都市郊外に大規模霊園が建設され墓石需要が増加傾向にありま

す。

　今般、これまでの検討結果を踏まえ、業容の拡大と収益基盤の構築を図るため、成長が著しいベ

トナムにおいて墓石加工販売会社の持分を取得し、連結子会社化することといたしました。

　今回の持分取得は、持分取得（持分法適用会社化）予定の霊園マネジメント会社CEMETERY PARK 

INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDが管理する霊園から安定的に墓石の受注が見込まれ

る等、シナジーの発揮に資するものです。

③　企業結合日

2020年２月18日

④　企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤　結合後企業の名称

名称の変更はありません。

⑥　取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 0.0％

企業結合日に追加取得した議決権比率 80.0％

取得後の議決権比率 80.0％

⑦　取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として持分を取得したことによるものです。

(２）連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

当連結会計年度は、連結貸借対照表のみを連結しており、被取得企業の業績は含まれておりません。
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(３）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得原価 37,955千円

対価の種類 現金及び預金

(４）主要な取得関連費用の内容及び金額

該当事項はありません。

(５）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

該当事項はありません。

(６）企業結合日に受入た資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 47,443 千円

資産合計 47,443

(７）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額及びその算定方法

　当連結会計年度における影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 2,350円85銭

（２）１株当たり当期純利益 57円89銭

11．重要な後発事象に関する注記

　新型コロナウイルス感染症拡大による政府の「緊急事態宣言」を受け、2020年４月18日から当社グルー

プの婚礼会場の臨時休業を実施しております。

　臨時休業に伴う翌連結会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がありますが、

影響額については、提出日現在において合理的に見積もる事は困難であります。
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株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 500,658 2,011,261 2,011,261 24,035 590,535 4,890,045 5,504,615

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △115,289 △115,289

当 期 純 利 益 297,797 297,797

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － 182,507 182,507

当 期 末 残 高 500,658 2,011,261 2,011,261 24,035 590,535 5,072,553 5,687,123

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △120 8,016,415 19,538 19,538 8,035,953

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △115,289 △115,289

当 期 純 利 益 297,797 297,797

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

△8,809 △8,809 △8,809

事業年度中の変動額合計 － 182,507 △8,809 △8,809 173,698

当 期 末 残 高 △120 8,198,923 10,729 10,729 8,209,652
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計算書類の個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(１）有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

(２）固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８～50年

構築物 10～20年

機械及び装置 ９年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ５～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）における定額法を採

用しております。
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(３）引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することにしております。

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。

(４）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

②　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

③　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

④　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　のれん及び2010年３月31日以前に発生した負ののれんの償却については、効果の発生する期間を合

理的に見積り、20年間の定額償却を行っております。

２．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

３．追加情報

該当事項はありません。
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４．表示方法の変更

（損益計算書）

　前事業年度まで、営業外収益の「その他」に含めていた「出向料」は、金額的重要性が増したため、

当事業年度より独立掲記することとしました。

　なお、前事業年度の「出向料」は4,375千円であります。

　前事業年度まで、特別利益の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増したた

め、当事業年度より独立掲記することとしました。

　なお、前事業年度の「受取保険金」は81千円であります。

５．貸借対照表に関する注記

(１）担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 1,090,104千円

土地 1,318,737千円

計 2,408,841千円

②　担保に係る債務

短期借入金 －千円

１年内返済予定の長期借入金 322,104千円

長期借入金 338,730千円

計 660,834千円

(２）有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 5,368,246千円

(３）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①　短期金銭債権 841,548千円

②　長期金銭債権 1,219,090千円

③　短期金銭債務 175,726千円

④　長期金銭債務 1,131,000千円

(４）取締役等に対する長期金銭債務

　役員に対する長期未払金（191,542千円）は、2009年６月30日開催の定時株主総会において承認可決さ

れた役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給にかかる債務であります。
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６．損益計算書に関する注記

（１）関係会社との取引高

営業取引による取引高

　売上高 1,325,232千円

　販売費及び一般管理費 1,850千円

営業取引以外の取引高 25,978千円

（２）特別損失

関係会社支援損169,000千円は、当社関係会社に対する貸付金の債権放棄を行ったものであります。

７．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 125株

８．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

子会社株式評価損 334,940千円

減損損失 119,324千円

組織再編 110,406千円

未払役員退職金 58,420千円

貸倒引当金 53,046千円

資産除去債務 19,031千円

減価償却超過額 16,159千円

未払事業税 3,992千円

賞与引当金 6,741千円

その他 6,483千円

繰延税金資産小計 728,546千円

評価性引当額 △650,998千円

繰延税金資産合計 77,547千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △4,487千円

合併等による時価評価差額 △33,963千円

その他有価証券評価差額金 △4,708千円

繰延税金負債合計 △43,160千円

繰延税金資産（負債）の純額 34,387千円
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９．関連当事者との取引に関する注記

（１）子会社及び関連会社等

種 類 会 社 等 の 名 称

議決権等
の 所 有
（被所有）
割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取 引 金 額
（ 千 円 ）

科 目
期末残高
（千円）

子会社 株式会社たまのや
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

業務受託料の受取(注１） 288,000

売掛金 50,611賃貸料の受取(注２） 263,220

配当金の受取（注３） 169,000

連結納税に伴う個別帰属税
額の受取予定額(注６）

88,743 未収入金 88,743

保証金の預り(注５） 2,000 預り保証金 677,000

子会社 カンノ・トレーディング株式会社
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

業務受託料の受取(注１） 87,600

売掛金 13,450賃貸料の受取(注２） 59,280

配当金の受取（注３） 22,000

資金の貸付(注４） 長期貸付金 878,680

利息の受取(注４） 9,778 － －

連結納税に伴う個別帰属税
額の受取予定額(注６）

12,355 未収入金 12,355

保証金の預り(注５） － 預り保証金 134,000

債権放棄(注７） 169,000 － －

子会社 株式会社Ｗith Ｗedding
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

業務受託料の受取(注１） 90,000
売掛金 22,055

賃貸料の受取(注２） 150,600

資金の貸付(注４） － 長期貸付金 378,000

利息の受取(注４） 4,083 － －

連結納税に伴う個別帰属税
額の支払予定額(注６）

172,706 未払金 172,706

保証金の預り(注５） － 預り保証金 308,000

子会社 株式会社フルール
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

業務受託料の受取(注１） 26,400

売掛金 3,575賃貸料の受取(注２） 12,600

配当金の受取(注３） 103,000

連結納税に伴う個別帰属税
額の受取予定額(注６）

36,965 未収入金 36,965
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種 類 会 社 等 の 名 称

議決権等
の 所 有
（被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容

取 引 金 額
（ 千 円 ）

科 目
期末残高
（千円）

子会社 株式会社ハートライン
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

資金の貸付(注４） 200,000 長期貸付金 200,000

連結納税に伴う個別帰属税
額の受取予定額(注６）

9,908 未収入金 9,908

子会社 こころガーデン株式会社
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

連結納税に伴う個別帰属税
額の支払予定額(注６）

2,047 未払金 2,047

子会社 こころｅパワー株式会社
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

連結納税に伴う個別帰属税
額の支払予定額(注６）

26 未払金 26

子会社 株式会社北関東互助センター
所有直接
100.0％

役員の兼任
４名

連結納税に伴う個別帰属税
額の支払予定額(注６)

20,915 未収入金 20,915

子会社
カンノ・トレーディング・
ベ ト ナ ム 有 限 会 社

所有直接
80.0％

－ 資金の貸付(注４） 277,472 短期貸付金 277,472

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　市場価格、総原価を勘案して、取引条件を決定しております。

２　近隣の地代を参考にした価格によっております。

３　各社の株主総会決議金額によっております。

４　資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

５　近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。

６　当社の連結納税額計算に基づき配分しております。

７　同社へ対する貸付金の債権放棄であります。

（２）役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

10．１株当たり情報に関する注記

（１)１株当たり純資産額 2,136円28銭

（２)１株当たり当期純利益 77円49銭

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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